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監視機能を有する第三者機関として
の消費者委員会の機能強化

（「日本再生重点化措置」要望）

平成23年10月
消費者委員会事務局



2

消費者委員会とは

１．消費者委員会の概要

○ 消費者委員会とは、消費者の意見が直接届く透明性の高い仕組みとし
て、消費者庁を含めた関係省庁の消費者行政全般に対して監視機能を
有する、独立した第三者機関として設置。

○ 委員会には、委員、臨時委員、専門委員を置く。委員は10人以内とし、
任期は2年。勤務形態は非常勤。

（所掌事務）
（１）消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策等に関する重要事項に関
し、自ら調査審議し、内閣総理大臣、関係各大臣又は消費者庁長官に建議する。

（２）内閣総理大臣、関係各大臣又は消費者庁長官の諮問に応じ、消費者の利益の
擁護及び増進に関する基本的な政策等に関する重要事項を調査審議する。

（３）消費者安全法の規定により、内閣総理大臣に対し、必要な勧告をし、これに基づ
き講じた措置について報告を求めるほか、個別の法律の規定によりその権限に
属させられた事項を処理する。
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３． 消費者委員会が抱える喫緊の問題

「建議」「勧告」に向けた体制が極めて脆弱であり、消費者委員会は、監視
機能を有する第三者機関としての機能が十分に発揮されていない。

（国会や消費者団体等からの関連意見）

・ 消費者委員会に係る来年度の予算概算要求額及び来年度の機構・定員要求案にあっては総定員につい
て今年度比３倍増とすること。（民主党消費者問題議員政策研究会からの荒井大臣への要望）

・ 消費者委員会は大きな権限を持っていてその一つが建議であるが、それだけの力を持ちながら何か埋没
している感がある。（衆・消費者問題特委での指摘）

・ 通常の審議会としての機能は果たしているものの、消費者目線から既存の消費者行政を監視するといっ
た、消費者委員会に期待されている役割を十分果たしていない。（消費者団体からの意見）

２． 消費者委員会の実績 （H21年９月１日～H23年10月１0日現在）

・ 建 議 6件
「住宅リフォームに関する消費者問題への取り組みについての建議」 （平成23年８月26日）等

・ 諮問に対する答申 21件
・ 意見書等 19件
・ 調査報告書 8件
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○ 国民生活の安定・安全を確保するためには、消費者委員会は、監視機能を有する第三者
機関としての機能を十二分に発揮させることが重要。

○ 現状では建議・勧告を行うための予算、定員が不十分であり、これを増強。
（予算２８,０６３千円要望）

○消費者委員会の問題意識を踏まえたデータの収集・分析
○種々の情報ソースから重大な事案、注目すべき事案を抽出

基礎的な情報基盤
の整備

(総括班）（企画班）
○委員会及び下部組織の運営
○基本的横断的事項
・消費者基本計画（171項目）
の検証・評価・監視

○附則・附帯決議事項
・地方消費者行政の充実・強化

○検討チーム（１名）
（主に技術的観点）
○検討チーム(１名）
（主に法制、経済的観点）
○アンテナ機能の強化（１名）

建議・勧告

委員会等
における
検討

（監視機能の強化）

優先検討事
案の提示

消費者問題事案
に係る基本データ
の提供

○専門的調査や検討
・消費者からの意見書・提言の分析
・関係省庁や国民生活センターからの情報収集・分析（PIO-NET)
・事故情報データバンクからの情報収集・分析
・消費者安全法・消費生活用製品安全法に基づく事故情報の分析
・文献・海外事例等の調査
・関係者ヒアリング・アンケート、現地調査等による情報収集

○データ化されていない実態把握のための調査
高齢者の消費者被害等の把握・分析のための独自調査の実施

「日本再生重点化措置」要望の考え方

○各委員のご知見・経験、○国会からのご指摘、問題提起 ○消費者団体、地方公共団体等からの要望

問題意識のインプット
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○ 消費者庁及び消費者委員会設置法
（平成二十一年六月五日法律第四十八号）

第六条 内閣府に、消費者委員会（以下この章において「委員会」という。）を置く。
２ 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 次に掲げる重要事項に関し、自ら調査審議し、必要と認められる事項を内閣総理大臣、関係各大臣又は長官に建議する
こと。

イ 消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策に関する重要事項
ロ 消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策に関する重要事項
ハ 景品類等の適正化による商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保に関する重要事項
ニ 物価に関する基本的な政策に関する重要事項
ホ 公益通報者の保護に関する基本的な政策に関する重要事項
ヘ 個人情報の適正な取扱いの確保に関する重要事項
ト 消費生活の動向に関する総合的な調査に関する重要事項
二 内閣総理大臣、関係各大臣又は長官の諮問に応じ、前号に規定する重要事項に関し、調査審議すること。
三 消費者安全法第二十条の規定により、内閣総理大臣に対し、必要な勧告をし、これに基づき講じた措置について報告を

求めること。
四 消費者基本法 、消費者安全法 （第二十条を除く。）、割賦販売法 、特定商取引に関する法律 、特定商品等の預託等取引

契約に関する法律 、食品安全基本法 、不当景品類及び不当表示防止法 、食品衛生法 、農林物資の規格化及び品質表
示の適正化に関する法律 、家庭用品品質表示法 、住宅の品質確保の促進等に関する法律 、国民生活安定緊急措置法
（昭和四十八年法律第百二十一号）及び個人情報の保護に関する法律の規定によりその権限に属させられた事項を処
理すること。

○ 消費者安全法
（平成二十一年六月五日法律第五十号）

（消費者委員会の勧告等）
第二十条 消費者委員会は、消費者、事業者、関係行政機関の長その他の者から得た情報その他の消費者事故等に関する

情報を踏まえて必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、消費者被害の発生又は拡大の防止に関し必要な勧告
をすることができる。

２ 消費者委員会は、前項の規定により勧告をしたときは、内閣総理大臣に対し、その勧告に基づき講じた措置について報
告を求めることができる。


